


座間市マイナンバーカード問い合わせ窓口
自動音声応答システムの情報提供依頼（RFI）









令和８年１月１４日
座間市総合政策部デジタル推進課


１　事業の目的
本市では、マイナンバーカードおよび電子証明書の更新需要の増加に向けた体制強化のため、マイナンバーカード関連の問い合わせを統合的に振り分ける自動音声（IVR）の導入を検討する。

２　提案内容とサービス要件
1 　クラウド電話サービスの展開
ア　クラウド型SaaSサービスであり、音声通話トラフィックが庁内LANから
インターネットを経由せずにクラウドPBXサーバに到達できるサービス（閉域接続）として提供可能なこと。
イ　マルチデバイス（PC、スマートフォン、固定電話機）対応していること。
スマートフォンにおいてはマルチキャリア対応とし専用アプリから利用可能であることとし、また、同一のID（ユーザ）に対してPC、スマートフォン、固定電話機が同時に利用可能なサービスであること。
ウ　あらかじめグループ登録された番号への着信時に、グループ内の全端末が通話
中だった場合に、発信者の電話を待たせ、通話可能となった端末に電話をつなぐコールキュー機能が利用可能であること。
エ　宅内に外線ゲートウェイ装置を置かず、クラウドPBXから直接外線接続が
可能であること。
オ　046で始まる番号を用いた外線電話の発着信が可能であること。
なお既存の区名義ひかり電話サービスに対する通話についても通話料無料となること。
カ　ユーザー向けのヘルプデスクを平日日中帯9:00～17:30で設置すること。
なお受付方法は電話及びメールとすること。
キ　ヘルプデスクでは、ユーザーからのクラウドPBXサービスの設定変更又は設定追加を行うこと。データ設定変更は年5回以上、IVRのスケジュール設定変更は年１回とすること。

2 　自動音声応答（IVR）による問い合わせの振り分け
ア　IVR設定が2階層以上可能であること。
3 　電話音声の録音
ア　通話を自動的に録音し、録音データの保存が可能であること。
イ　発信者に対し、通話を録音する旨の告知が可能なこと。

３　情報提供依頼の内容
次に記載する事項についての情報提供を求める。（任意様式）
⑴　製品・サービスの概要
ア　貴社のシステムのパンフレット等その概要を示すもの。
イ　クラウド電話の仕様（機能構成、操作方法等）
⑵　導入実績
ア　貴社のシステムの自治体への導入実績をまとめたもの。
イ　自治体において14,000ID/1ユーザー以上の導入、運用サポートの実績があること。
⑶　導入スケジュール
ア　貴社の自動音声応答システム（IVR）の標準的な導入スケジュール
イ　設計、工事、開発、設置、テスト等の各工程の所要期間
4 　概算費用
貴社のシステムについて、本市がカスタマイズを行わず「２ 提案内容」に記載している全ての機能を導入すると仮定した場合の、設計、開発、保守、運用（保守、運用期間は５年間を想定）の概算費用（見積書）
積算にかかわるサービス数量は表１とする。

ア　クラウド電話サービスを利用してIVRを導入した場合を想定した初期費用
イ　年間保守・運用費用
ウ　その他必要な費用

表１
	項目
	数量

	光回線
	1回線

	クラウドPBXサービス
	8番号

	クラウドPBXサービスライセンス
	3ID

	スマートフォン
	3台

	ルーター
	1台

	アクセスポイント
	1台

	LANケーブル（ルータ～アクセスポイント間）
	1本









４　本市の受電体制における現状と情報提供の目的
[bookmark: _GoBack]本市では受電体制を強化するため、予約受付や一般的なお問い合わせ対応を中心とした電話対応の一部を委託しております。しかし現状では、一次受けで回答しきれない問い合わせが発生しているほか、本来は委託会社で対応可能な内容の電話が直通電話にかかってきてしまうケース等、適切な回答先へつながっていない事例が多数見受けられます。
このような課題を解消するため、お客様の用件に応じて適切な回答が可能な回答先へ誘導する仕組みの構築を検討しております。
尚、本情報提供依頼は、製品またはサービスについての性能、構成および運用方法と共に、構築及び保守または利用に係る概算費用の把握を目的とし、御提供いただいた情報は、本市のシステムの基本設計や調達仕様書の作成等を行う際の参考情報とさせていただきたいと考えておりますので、積極的な情報提供をお願いします。


５　本市のシステム環境
⑴　想定利用件数
年間延べ利用件数：約18,000件を想定
⑵　ネットワーク環境
ア　LGWAN接続環境あり
イ　専用回線の敷設も検討可能
⑶　セキュリティ要件
ア　座間市情報セキュリティポリシーに準拠
イ　個人情報保護に関する各種法令・ガイドラインへの準拠

６　期限等
⑴　提出期限
令和８年１月２６日(月)　午後５時１５分
⑵　提出先
座間市総合政策部デジタル推進課マイナンバー係
⑶　提出方法
電子メール又は郵送
⑷　提出物
情報提供に係る提供物及び提出様式の提出をお願いします。
形態は電子媒体（郵送の場合はCD-R又はDVD-R）とします。情報提供の様式は貴社の任意様式とし、枚数の指定はありません。ただし、印刷時の用紙サイズはA4又はA3とします。用紙の向きの指定はありません。
⑸　その他
システムについて説明会等の開催を希望される場合は、提出時にその旨をお伝えください。

７　注意事項等
⑴　契約への影響
今回の情報提供については、今後の契約等に影響を及ぼすものではなく、将来の発注や委託をお約束するものではありません。
⑵　情報の取扱い
御提供いただいた情報については、本市組織内での使用に限り、提供者の承諾なく第三者へ配布することはありません。
ただし、座間市情報公開条例第2条第2号の行政情報に該当しますので、開示請求があった場合には請求者に対して開示されます。
⑶　提出物の返却
提出物については返却いたしませんので、御了承ください。
⑷　費用負担
本件に係る一切の費用については御負担ください。
⑸　追加情報の依頼
御提供いただいた情報・資料に関して、後日問い合わせ又は追加資料の提供依頼を行う場合があります。
⑹　守秘義務
本件に係る本市からの全ての情報について、第三者に対して開示又は漏えいしないようお願いします。

８　本件に関する対応窓口
座間市総合政策部デジタル推進課マイナンバー係
担当：山口
住所：〒２５２―８５６６ 神奈川県座間市緑ケ丘一丁目１番１号
電話番号：０４６－２５２－８００６（直通）
電子メール：bango_zama@city.zama.kanagawa.jp
※ 本件に関する質問は、別添「質問票【会社名】」に質問を記載の上、電子メールで上記アドレスに送信してください。電話での質問は受け付けません。なお、メール件名を「【質問】マイナンバーカード問い合わせ窓口自動音声応答システムRFI（会社名）」としてください。
